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一人一人一人一人ひとりをひとりをひとりをひとりを大切大切大切大切にするにするにするにする社会社会社会社会のののの実現実現実現実現にににに向向向向けてけてけてけて（（（（提言提言提言提言））））    

    

平成 25 年 4 月 22 日(月) 

公明党 厚生労働部会  

労働政策委員会 

 

 経済・社会構造がめまぐるしく変化し、世界規模での競争が激化する中で、持続的な経

済成長を実現し、人々の生活の安定を図るため、公明党労働政策委員会では、産業競争力

強化に対応した雇用対策が非常に重要であると考え、議論を重ねてきた。「一人ひとりを大

切にする社会」を実現し、すべての人々が生活の場で経済成長を実感することができるよ

うにするために、以下の対策の推進を提案する。 

 

１１１１    良質良質良質良質なななな雇用雇用雇用雇用のののの創出創出創出創出とととと若者若者若者若者のののの雇用安定雇用安定雇用安定雇用安定    

 少子高齢化が進展する中で、経済を力強い成長軌道に乗せていくために、良質で安定

した雇用機会の創出を図るとともに、就労意欲のあるすべての人々が、希望に応じて、

安心して生活できる多様な雇用形態を選ぶことができ、スキルアップして、雇用機会を

得られるようにすることが重要である。とりわけ、社会に新たに旅立つ若者や、社会に

出たばかりの若者に対して、十分な能力開発の機会が得られ、スムーズに就労できるよ

う、若者の雇用対策に重点的に取り組むべきである。 

（１）新卒者の就業支援とキャリア形成支援 

 インターネットによる就職活動が普及する中、就職活動に迷いや不安を感じる学生が

多く、サポートを必要とする場合が増えており、「就職留年」や、就職先が見つからない

まま学校を卒業する「未就職卒業者」も多く出てきている。 

こうしたサポートを必要とする学生等に対して、一人ひとりの特性に合わせ、特に中

小企業との丁寧なマッチングを行うことができるよう、新卒応援ハローワーク等での支

援を拡充していくことが重要である。また、大学生の就職活動の解禁時期については、

学業への影響の緩和等の観点から、大学４年生になる直前の春休み以降に後ろ倒しすべ

きである。 

 その上で、キャリア教育への支援策の充実や、高校生・大学生等のインターンシップ

に対する政府による財政等の支援措置を拡大することが重要である。 

 

（２）多元的な働き方の普及・拡大 

 これまでのような、安定しているが長時間労働の正社員、不安定な非正規雇用労働者

という二元的な働き方から脱却し、多元的な働き方を普及・拡大することが必要である。

また、非正規雇用労働者がステップアップできるよう道筋をつけていくことが必要であ

り、このためには職業能力を客観的に評価できるような仕組みが必要である。 

例えば、ジョブ・カード等を活用し、実践的な職業訓練を推進し、職業能力の「見え
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る化」を進める業界の取組を支援することが有効である。また、ジョブ・カードの普及

の度合いにあわせ、ICカード化等を含めた今後の活用促進の在り方についても検討する

べきである。 

（３）ニート、フリーター対策 

 社会とのコミュニケーションに不安を感じるニートや、不安定な状態に置かれ能力開

発の機会が十分でないフリーターに対して、貧困の拡大や格差の是正を図るために、よ

り手厚い支援が必要である。 

ニートについては、未就職期間が長引いて孤立化し、社会問題となっていることから、

「地域若者サポートステーション」をより利用しやすくし、就労に向け引き続き充実し

た支援を行うことが出来るよう機能を強化していかなければならない。一般就労が困難

な者の雇用の受け皿として、中間的な就労の場が重要な役割を果たしている。中間的就

労の場を提供する事業を育成し、運営の適正性を確保するための支援策を講ずるべきで

ある。 

フリーターについては、「わかものハローワーク」による支援体制をより一層充実させ

るとともに、産学官が協同で就職可能性を高める職業訓練コースの開発を推進するなど、

正社員としての道を切り開くための支援を行う必要がある。 

（４）若年技能者の人材育成 

若者のものづくり離れや技能離れが進んでいるが、我が国の中小企業や技術者の持つ

優れた技術力の魅力や情報を、小中学生や青少年層に発信し、技能者を目指す人材を育

成することが重要である。 

このため、ものづくりに関する一定の技能・経験を有する者を企業等に派遣し、若年

技能者への技術指導を行う、ものづくりマイスター制度を拡充し、若年技能者の人材育

成や技能尊重機運の醸成等を図るべきである。 

 

 

２２２２    構造変化構造変化構造変化構造変化へのへのへのへの柔軟柔軟柔軟柔軟なななな対応対応対応対応とととと労働者労働者労働者労働者のののの雇用雇用雇用雇用・・・・生活生活生活生活のののの安定安定安定安定とととと両立両立両立両立    

 めまぐるしく社会・経済が変化する中で、構造変化に柔軟に対応するために、働く人々

が技術・知識を身につけ、さらに上昇していくことができるようにするとともに、労働

者の雇用や生活の安定を図るようにしていく必要がある。 

（１）失業なき労働移動の支援 

 産業構造の変化に対応して、成熟産業から人材を必要とする成長産業へ、スキルアッ

プやキャリア・チェンジを支援することにより、労働者が安心して、失業を経ない円滑

な労働移動が可能な労働市場を実現していくことが重要である。 

 なお、解雇に関するルールの見直しは、多くの労働者が賃金によって生計を立ててい

るのみならず、雇用を通じて社会との様々なつながりを形成していることを踏まえれば

安易に行われるべきではない。産業間・企業間の労働移動は、政府の適切な支援の下に、

失業を経ない形で実現されることが重要である。 
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（２）マッチング機能の強化 

 成長産業を中心に雇用機会が生まれることから、一人ひとりの能力と適性にあったマ

ッチング機能を強化する必要がある。マッチングを強化するために、ジョブ・カード等

を活用して実践的な職業訓練を推進し、職業能力の「見える化」を進める業界の取組を

支援することが有効である。 

また、ハローワークは、就職困難者を中心に支援する「雇用のセーフティーネット」

としての役割を担っており、全国ネットワークを生かした体制強化を図るとともに、民

間事業者・地方自治体との連携により、マッチング機能の更なる強化に努めていくこと

が重要である。 

 

（３）生活の安定のための賃金の確保 

経済を持続的な成長に乗せるためには、賃金の上昇が購買力の上昇を経て企業の収益

を向上させるという好循環を、低所得層も含めたすべての社会層で担うことができるよ

うにすること、そして現下の賃金改善の動きを社会全体が実感することが重要である。 

また、マクロ経済運営により、今後物価の上昇等、労働者の生計費が上昇することが

見込まれる。このために、引き上げで最も影響を受けやすい中小企業への支援を拡充し

つつ、最低賃金の引き上げが必要である。 

 

 

３３３３    希望希望希望希望にににに応応応応じたじたじたじた多様多様多様多様でででで柔軟柔軟柔軟柔軟なななな働働働働きききき方方方方のののの環境整備環境整備環境整備環境整備    

 あらゆる人々が持てる力を発揮し、いきいきと働くことができるよう、安心して生活

できる多元的な働き方の普及・拡大を図るとともに、子どもや要介護者を抱える世代の

負担を減らし、男女ともに、ライフステージに沿った、希望に応じた多様で柔軟な働き

方を実現するための環境整備を進める必要がある。 

（１）ワークライフバランスの実現 

労働時間が長短二極化しており、長時間労働者は仕事と育児・介護の両立が難しい、

地域社会での活動に参加できないといった問題がある。また、労働環境が悪いため早期

に離職する若者も依然として多い。労働者のワークライフバランスの実現を図るために

は、社会全体の機運を醸成し、労使が話し合い、自ら職場の改革を進める必要がある。 

このため、例えば、働き方・休み方について企業が自社の現状を自己診断でき、改善

方法を参照できるウェブサイトを開設するなど、働き方・休み方の見直しを行うための

情報発信を強化し、企業支援を充実させることが有効である。また、労働者がワークラ

イフバランスが実現した働き方を選択できるようにするためにも、勤務地限定や労働時

間限定など、多元的な働き方を普及・拡大するための環境整備を進める必要がある。 

同時に、労働時間法制について、ワークライフバランスの観点も含め、総合的な議論

を進めていく必要がある。 
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（２）女性の社会進出支援 

女性の活躍は企業経営の改善になることから女性の社会進出を応援する必要がある。

このため、ポジティブ・アクション（男性中心の職場慣行などがもとになって、例えば、

営業職の女性が少ない、課長以上の管理職は男性が大半を占めている等の男女労働者の

間に事実上生じている差の解消を目指した個々の企業が進める自主的かつ積極的な取

組）や仕事と子育て等の両立支援に取り組む企業に対する税制優遇、助成制度を充実す

る。 

また、子ども・子育て支援法附則に基づき平成 27 年度以降の次世代育成対策推進法の

延長等について検討をするほか、子どもの看護休暇制度について周知徹底を図り、看護

休暇を取得しやすい職場作りを推進する必要がある。また、男性が家事・育児に参加で

きるよう、男性の育児休暇取得などを促進していく必要がある。 

さらに、地方自治体とハローワークとの連携強化によるきめ細かく丁寧な就労支援策

の効果的な活用など母子家庭の母等への就業支援の充実を図るほか、子育て中の女性の

再就職を支援するマザーズハローワークの機能強化を図る必要がある。 

（３）待機児童の解消 

子ども・子育て支援新制度の本格施行に向けた準備を着実に進めるとともに、新制度

の施行を待つことなく、保育士人材確保策の推進、保育所整備の支援、保育所運営費の

確保など、待機児童解消の取組を強力に推進することが重要である。 

横浜市など先進的・効果的な取組を行っている地方自治体の成功事例を参考にして、

現在の取組や計画と比べて、待機児童解消策を抜本的に強化、加速化するための方策を

具体化し、地方自治体を柔軟に支援する必要がある。 

（４）高齢者の能力発揮のための環境整備 

 改正高年齢者雇用安定法が 4月より施行されたが、少子高齢化が進展する中で、経験

豊かな高齢者に能力を発揮してもらうことは、企業や社会の活性化につながる。生涯現

役社会の実現に向けて、企業や地域社会の環境を整備する必要がある。 

 


